
※報告書によって埋蔵文化財が記録

として保存されます。 

開発行為に伴う埋蔵文化財の取扱いについて（参考） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

開発等計画の事前協議(事業者) 

埋蔵文化財包蔵地の確認 

包蔵地に該当しない 

調査不要 

工事着手可能 

包蔵地に該当する 

調査必要 過去に調査済

み 

調査不要 

工事着手可能 

毛呂山町教育委員会教育長宛「埋蔵文化財の所在と今後の取り扱いについて」、 

埼玉県教育委員会教育長宛「埋蔵文化財発掘の届出について」の提出（事業者） 

試掘調査 

埋蔵文化財あり 埋蔵文化財なし 

工事着手可能 

（慎重に工事） 

現状保存について協議 

現状保存可能 現状保存不可能 

工事着手可能 

（町教育委員会の工事立ち会い） 

発掘調査 

（住居跡や出土品の記録を作成します） 

現地調査終了後 

工事着手可能 

出土品の整理作業 

発掘調査報告書の刊行 

※詳細が未定でもご相談ください。 

※包蔵地に隣接する箇所など、

包蔵地外でも試掘調査を実施

する場合があります。 

調査必要  
書式の様式については 

「取り扱いの流れ」をご参照ください。 


